
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

令和６年度第１回宮古市廃棄物減量等推進審議会を次のとおり開催しました。 

 

令和６年 10月７日 

 

宮古市廃棄物減量等推進審議会 

 

１ 開催日時 

  令和６年９月 18日（水） 午前１０時００分～午前１１時３０分 

 

２ 開催場所 

  宮古市役所 ４階特別会議室 

 

３ 議題 

  (1) 令和５年度一般廃棄物処理実績について 

 

４ 会議の概要 

  別添のとおり 

 

５ 問い合わせ先 

  市民生活部生活課きれいなまち推進室 電話０１９３－６４－６４８８ 

 

 

 

  



１ 

令和６年度第１回宮古市廃棄物減量等推進審議会 開催結果 

 

 

１ 出 席 者（１４名） 

  橋本正吉、吉田守、西澤勝美、中居克広、小笠原信子、山根吉一、鈴木結花、 

星節、小堀内将文、畠山りか、田川慶典、懸田節、佐々木俊一、寶由夫 

２ 欠 席 者（１名） 

  伊藤薫子 

３ 事務局出席者（５名） 

  市民生活部長 若江清隆、生活課長 伊藤宏子、 

  市民生活部生活課きれいなまち推進室長 小本貢、同室 小林真主査、 

上野けい子推進員 

※市民生活部長は、別用務により会長挨拶後退席 

４ 傍聴者 

  なし 

５ 議事等 

  (1) 令和５年度一般廃棄物処理実績について 

    令和５年度の事業実績について事務局から報告した。 

  



２ 

質疑応答内容 

質問・意見 回答 

（議題（1）「令和5年度一般廃棄物処理実績

について」） 

 

（委員） 

 宮古市の一人１日当たりの排出量が857g

ということだが、それより多い1,000gだった

と思うが。 

 

（委員） 

 一般廃棄物処理基本計画が15年前にでき

てリサイクル率を16.5％で設定しているが、

令和5年度は11.45％となっている。どのよう

な方向で考えているのか。 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 この会はごみが減ることを目標にして、ご

みが減ることを審議する会なのか。 

 

 

（委員） 

 ごみが減っているといっても人口が減っ

たらごみも減る。宮古市がそれをよしとする

のであれば疑問。 

 

 

 

 

（委員） 

令和元年度20,256ｔ、令和5年度で17,232ｔ、

約15％程度減っているが、これは人口動態に

比例するものなのか。 

 

 

 

（事務局） 

 857gは可燃ごみの数値であり、全体では

1,002gになる。 

 

 

（事務局） 

 スーパー等の民間企業もリサイクルに積

極的になっていることから、行政組合に搬入

されず民間企業に流れていることもリサイ

クル率が上がらない要因の一つと考えてい

る。 

（事務局） 

計画をたてた時に考えられなかった状況

の変化もある。今後の計画においては、現在

の状況と先を見通しながら進めていきたい。 

 

（事務局） 

 ごみの減量化も大事だが、資源化や排出量

をどのようにしたら抑えられるのか等の考

えの話し合いができればと思っている。 

 

（事務局） 

 人口減少と一人１日あたりの排出量から

換算すると、約400ｔ減ることになるが、約

800ｔ減っている。何がしかの効果があった

と考えるが、そういう有効な手段を審議会に

おいて意見を出し合いながら生み出してい

ければと思っている。 

 

（事務局） 

 令和5年度はそれよりも落ちており、人口

減少以外によるごみの減少が見えている。 

令和5年度は、2ヶ月に1回(年6回)実施してい



３ 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 電動生ごみ処理機の目標は。 

 

 

 

 

（委員） 

 どの位の普及を目的に販売したのか。 

 

 

 

（会長） 

 缶類を一緒に出せるようになって、行政組

合でその分仕事が増えたと思うが職員の対

応はできているか。 

 

（会長） 

 少なくなっていることは行政組合では助

かるか。 

 

 

 

 

（委員） 

 令和6年度版のごみ分別辞典では、以前、

燃えるごみとして出していたものが、資源物

として有効利用されているものがあるが、そ

のあたりが一般市民に普及していない気が

する。（意見） 

 

 

る三成分という検査結果により、ごみの水分

が例年より約12％少ない結果であった。また

種類別成分においても厨芥類(生ごみ等)が

減っていることから、水分が少ないごみの搬

入が多かったことが裏付けられる結果とな

っている。 

 

（事務局） 

 補助率は今までとおり二分の一だが、今年

度から上限を5万円に変更しており、現時点

でコンポスト2台、電動生ごみ処理機が7台と

なっている。 

 

（事務局） 

 市で斡旋は行っていない。家電量販店、イ

ンターネット等での購入についても補助は

行っている。 

 

（委員） 

 稼働当初の半分位の量しか入ってきてい

ないことから、分別もやりやすくなってい

る。 

 

（委員） 

 それを売却し、運営費に充てていることか

ら行政組合に出してもらった方がリサイク

ル率も向上し、運営費も稼げる。 

量が減っても運営費は変わらないので経費

は若干上がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

（委員） 

 昨年、管内での不法投棄状況を保健福祉環

境センターと連携して現場を見たが、そのあ

たりをお話願いたい。 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 直接処理場にごみを持ち込んだが、個人で

使っていたプラスチックケースに会社名が

入っていたことにより受け入れてもらえな

かった。もう少し柔軟に対応して頂きたい。 

（委員） 

 昨年、川井で生活ごみを沿道に捨てられて

いることから、監視カメラを設置し2週間に

1回程度巡回しているが、今のところは落ち

着いている。 

たまに見つかることはあり、地域住民への聞

き込みや警察に通報をしているが原因者は

見つからず、土地の管理者が片付けているの

が実情。 

 

（委員） 

 基本的に事業所から出るプラスチックは

産業廃棄物になる。そのため企業名が入った

ものだと産廃という判断になる。 

ただし、個人で使っていたというのであれ

ば、一般廃棄物で受け入れることができる。 

計量棟で説明して頂ければスムーズに受入

れができる。 

 


